
「得意先の取引を継続することが困難になる恐れがあるんです。」 

 

       「インボイス制度」 
 

 

特に免税事業者の方、慎重に検討する必要あり  

   2023年 10月からの適格請求書等保存方式（インボイス） 

制度の導入に向けて、今年の 10月から適格請求書発行事業 

者の登録申請の受付が開始されました。 

適格請求書は、届出を行った課税事業者のみが発行できる 

ため、適格請求書が発行できない免税事業者は、得意先の取 

引を継続することが困難になる恐れがあります。 

本セミナーでは、インボイス制度のポイントについてわかり 

やすく解説いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■お申込み方法 下記申込書に必要事項をご記入いただき FAX または電話にてお申し込みください。 

 

送信先： 安芸太田町商工会  ［本所］  FAX 0826（28）2070 ／ ［加計支所］ FAX 0826（22）1807 

「消費税 インボイス制度対策セミナー＆個別相談会」参加申込書 

受講会場 
加  計(1/26) ・  戸河内(1/28) 

※いずれかに〇印をしてください。 
個別相談 

希望する   ・   希望しない 

※いずれかに〇印をしてください。 

事業所名  業  種  

所 在 地  電  話  

参加者名 様 参加者名 様 

 

対策セミナー＆個別相談会 

参 加 費 お問合せ 

共催 安芸太田町青色申告会 

無料 （定員：各 20 名） 安芸太田町商工会 

●本所     0826（28）2504 

●支所     0826（22）1221 

◆ 講師  GO＆DO 篠原税理士法人 

税理士 石森 仁美 氏 

税務、会計、財務、経営分析による中

小企業の経営指導を専門とし、広島県

商工会連合会等が主催する研修会、講

演の講師、広島修道大学非常勤講師な

ど、幅広く活躍中。 

日時場所 

①  加 計 会 場  → 安芸太田町商工会加計支所 

 令和 4年 1月 26日(水)18：00～20：00 

 ②  戸河内会場  → 安芸太田町商工会本所 2階 

18：00～19：30 セミナー 

19：30～20：00 個別相談会（各日とも２名まで） 

◆ セミナー内容 

・そもそもインボイスって何？ 

・免税事業者も関係する？メリッ

ト・デメリット 

・業種で異なる対応ポイントは？ 

・いつまでに何をすればいい？ 

・具体的な手続き内容が知りたい 

【日 程】 

対 象 

安芸太田町商工会員 及び 安芸太田町青色申告会員 

※新型コロナウィルスの感染状況によって、セミナー形式の変更や中止となる場合があります。 また、ご参加の際はマス

ク着用にてご来場いただきますようお願い申し上げます。  

 

消費税 

令和 4年 1月 28日(金)18：00～20：00 

 


